
成
年
後
見
制
度
と
は

認
知
症
や
知
的
障
害
、精
神
障
害

な
ど
の
理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分

な
状
態
の
方
は
、財
産
の
管
理
や
契

約
の
手
続
き
が
難
し
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。そ
の
方
た
ち
を
法
律
で
守
り
、

生
活
を
支
援
す
る
の
が
、成
年
後
見

制
度
で
す
。

今
す
ぐ
に
支
援
が
必
要
！

●
法
定
後
見
制
度

既
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
場
合

に
、本
人
か
配
偶
者
、4
親
等
以
内
の

親
族
な
ど
の
申
し
立
て
に
よ
り
、家

庭
裁
判
所
が
適
任
と
認
め
る
人
を
本

人
の
支
援
者
と
し
て
選
任
す
る
制
度

で
す
。本
人
の
判
断
能
力
に
応
じ
て
、

「
補
助
」「
保
佐
」「
後
見
」の
３
種
類

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

将
来
の
不
安
に
備
え
る
！

●
任
意
後
見
制
度

　現
時
点
で
は
判
断
能
力
が
十
分
に

あ
る
が
、自
分
が
認
知
症
な
ど
で
判

断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
場
合
に

備
え
て
、財
産
の
管
理
や
自
分
自
身

の
保
護
に
関
す
る
法
律
行
為
を
本
人

に
代
わ
っ
て
行
う
人（
任
意
後
見
人
）

と
支
援
の
範
囲
を
あ
ら
か
じ
め
決
め

て
お
く
制
度
で
す
。

　成年後見制度は自分には関係ないと思っていませ
んか。成年後見制度は、自分や家族が認知症や障害
などで物事を判断することが難しくなった時に、本人
に代わって金銭の管理や福祉サービスなどの契約を
行い、詐欺やトラブルに巻き込まれないよう支援する
制度です。
　今月は、成年後見制度と中核機関である「さやま成
年後見センター」の役割についてお知らせします。

自分と家族の生活や財産を守るための

「成年後見制度」

SDGsの関連アイコンを特集ページに標記しています

自分は大丈夫
と思いがち 金銭や財産の管理が

出来なくなるかもしれない

※撮影のため一部マスクを外しています

さ
や
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー

さ
や
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
は
、

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
法
に
基
づ

い
た
地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

核
と
な
る
機
関
で
す
。地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
な
ど
と
連
携
し
て
、自

身
や
家
族
の
権
利
を
守
り
ま
す
。

①
そ
の
人
に
合
っ
た
制
度
や
仕
組

み
を
活
用
で
き
る
よ
う
一
緒
に

考
え
ま
す

②
書
類
の
書
き
方
や
内
容
の
確
認

の
ほ
か
、専
門
職
を
紹
介
す
る

な
ど
申
し
立
て
を
支
援
し
ま
す

③
親
族
後
見
人
な
ど
か
ら
の
相
談

を
受
け
ま
す

④
弁
護
士
に
よ
る
権
利
擁
護
法
律

相
談
を
行
い
ま
す

⑤
成
年
後
見
制
度
な
ど
の
講
座
を

開
催
し
ま
す

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
は
、ま
ず

お
近
く
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
と
状
況
を
分
析
・
整
理

し
て
制
度
の
利
用
へ
つ
な
げ
ま
す
。

私たちが制度利用の
お手伝いをします
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高
齢
者
の
心
配
ご
と
相
談
は

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

「
会
話
が
か
み
合
わ
な
い
」「
預
金

の
下
ろ
し
方
が
分
か
ら
な
い
人
が
い

る
」な
ど
、近
所
の
見
守
り
の
中
で
の

情
報
を
民
生
委
員
や
地
域
の
方
が
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
連
絡
し
て

く
れ
ま
す
。私
た
ち
は
、こ
の
よ
う
な

情
報
に
よ
っ
て
、1
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
の
認
知
症
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
て
い
ま
す
。対
応
が
必
要
な
方
に

は
、さ
や
ま
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
な

ど
の
機
関
と
連
携
し
て
成
年
後
見
制

度
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

保
証
人
が
い
な
く
て
も
、介
護
サ
ー

ビ
ス
や
施
設
と
の
契
約
な
ど
を
後
見

人
が
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
、こ
れ
は
、こ
の
制
度
の
メ
リ
ッ
ト

と
言
え
ま
す
ね
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、高

齢
者
の
方
の
相
談
窓
口
で
す
。お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問合せ　障害のある方は障害者福祉課へ 内線1594　高齢者の方は長寿安心課へ 内線1572

こんなとき、どうしたらいい？？

自分が、
認知症になったら

どうしよう・・・

最近、いろいろなことが
できなくなってきたけど、

生活できるの・・・？

近所のＡさん、
最近動向が少し変？

家族はいないようだけど、
大丈夫かしら？

自分に何かあった
ときに、障害のある

子供の生活が心配・・・

まずはここに相談を！
地域包括支援センター

　地域包括支援センターは、地域で
生活する高齢者の相談窓口です。も
ちろん、成年後見制度の相談もこち
らでお受けします。お近くの地域包
括支援センターへご相談ください。
　相談内容を分析・整理して、さやま
成年後見センターへつなぎます。

かかりつけ医

ケアマネジャー

民生委員

自治会市役所さやま成年後見センター
富士見1-1-11  狭山市社会福祉協議会狭山市
駅東口事務所内　☎2956-7665　　

成年後見制度につなげて
あなた自身や家族の権利を守ります

社会福祉
協議会

介護事業所

地域包括支援センターは、お住まいの
地域によって窓口が異なります。

問い合わせ先が分からない場合は、
長寿安心課へご連絡ください。

入間川・入間川東 ☎2955-1114
富士見・中央 ☎2941-4061
入曽 ☎2950-5300
水野 ☎2937-7871
堀兼・奥富・新狭山 ☎2933-7117
柏原・水富 ☎2933-6888
狭山台 ☎2999-3801

制度利用へ

連携・相談

相談

富士見・中央地域包括支援センターの皆さん

？
？
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